
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「地区毎の意見を聴く会」を開催しました！～ 

本宮左岸地区のAゾーン及びC-2ゾーンの築堤の設計内容について地域の方々の意見を伺う

「地区毎の意見を聴く会」について以下のとおり開催しました。 
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本宮左岸まちづくりニュース 

第      号

本宮左岸まちづくりニュース 

・Ａ ゾーン（百日川～昭代橋） 

開催日時：平成 20 年 11 月 5 日（水） 

午後 7 時～ 

開催場所：北町コミュニティセンター 

参加者：３３名 

 

・Ｃ-２ ゾーン（地区防災センター付近～鳴瀬地区）

開催日時：平成 20 年 11 月４日（火） 

午後 7 時～ 

開催場所：1 区集会所 

参加者：６名 

Ｃ‐２ゾーン 開催の様子

（一区集会所） 

Ａゾーン 開催の様子 
（北町コミュニティセンター）

「地区毎の意見を聴く会」で

は、A ゾーン及び C-2 ゾーンの築

堤に係わる詳細設計図（案）を提

示し、設計の内容について説明さ

せていただき、出席された地域の

皆様から様々なご意見・ご要望を

いただきました。 
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・A 及び C-2 ゾーンは今回の意見を踏まえ、年度内に再度、2 回目の地区毎の意見を聴く会等の開催を予定しています。 
・B 及び C-1 ゾーンは、年度内に 1 回目の地区毎の意見を聴く会の開催を予定しています。 

 

 

 

 

 

【Ｃ-２ゾーン（地区防災センター付近～鳴瀬地区）の主な意見】 
・ 地域の安全・安心のため、早く堤防整備をやって欲しい。 

・ 堤防天端の道路については、上ノ橋から車が進入して子供等の通行時に危険であるた

め、歩行者と自転車のみ通行可能とし、一般車両は進入禁止にした方が良い。 

・ 現在の桜並木は、堤防の敷地にかかるため伐採はやむを得ないが、地域のシンボルとし

ての植樹等の美化は行いたい。 

・ 昔からのお宮さんが堤防沿いにあるので配慮して欲しい。 

・ 築堤は良いが、草刈りや伐木等について、行政と地域住民の連携した対応が望まれる。

【Ａゾーン（百日川～昭代橋）の主な意見】 
・ 大型台風やゲリラ豪雨が来て阿武隈川の洪水が堤防を溢水した場合、A ゾーンは水浸し

になる。それを考えると A ゾーンの築堤は早く行って欲しい。 

・ 堤防上の道路は、小学生の通学路になっているので、一般車両を通行禁止にする等、安

全確保を図って欲しい。また、小学校から堤防に至る箇所について、階段や道路の拡幅

をして欲しい。 

・ 堤防沿いの道路（市道）は現状通り通れるようにして欲しい。 

・ この辺の雨水は第 3 樋管に集まるので、内水排除のための排水ポンプをつけるなど、

市の内水対策の方針を示して欲しい。 

・ どの程度敷地に事業範囲がかかれば移転になるのか、早く知りたい。 

・ 移転には反対しないが、移転にあたっては、移転補償費の支払いや移転場所の選定等、

住民に配慮した対応をして欲しい。 

「地区毎の意見を聴く会」で頂いた主な意見は以下のとおりです。 

今後の予定について 

本宮市 産業建設部 建設課           TEL：0243-33-1111 （代表） 
国土交通省 東北地方整備局  福島河川国道事務所  

    工務第一課 （計画に関すること）     TEL：024-539-6125 （直通） 
    用地第一課 （用地に関すること）      TEL：024-539-6123 （直通） 

 

＜設計内容に関するご意見・ご要望等のお問い合わせ先＞ 


